
北第 1地域包括支援センター運営法人の募集について 

 

１．募集要項について（別紙１参照） 

 現在の医療法人紀和会による運営において職員体制が整わなかったため、北第１地域

包括支援センターの新たな運営法人の募集を行うもの。 

 

（１）委託期間 

平成 27年 9月 1日から平成 28年 3月 31日まで 

その後、平成 30年 3月 31日までは、運営に問題がない限り、毎年度契約を更新 

  

（２）応募資格 

「介護保険法施行規則第 140条の 67」に規定する法人（老人介護支援センター設置

法人、医療法人、社会福祉法人、一般社団法人、一般財団法人、特定非営利活動法人） 

 

（３）人員配置 

次の(1) (2) (3)の資格を有する専従の常勤職員を各１名以上配置 

(1)  保健師等 

(2)  社会福祉士等 

(3)  主任介護支援専門員 

 

（４）事務所 

(1)  北第１圏域内に地域住民の利便性に配慮した場所に事務所を設置すること。 

(2) 事務室及び相談室を設けること。なお、併設の事業所等がある場合は、地域包

括支援センターの事務スペースとは分離すること。 

 

（５）委託料 

委託料上限 16,182千円  ＜内訳＞基本費  12,312千円 

                 初期費用  3,170千円 

事務所費（賃貸の場合のみ） 700千円 

 

（６）スケジュール 

平成 27年 6月 1日 募集要項公開 

平成 27年 6月 11日 説明会開催 

平成 27年 7月 10日 募集締切 

平成 27年 7月 16日 選定部会開催 

平成 27年 7月下旬 運営法人の決定、選定結果の通知 

平成 27年 8月 開設準備、業務説明・引き継ぎ 

平成 27年 9月 運営開始 

 

資料５ 



２．応募書類について（別紙２参照） 

 応募様式 その他必要書類 

様式１ 応募書 

様式２ 法人の概要 

様式３ 介護保険サービスの実績 

様式４ 運営方針・事業計画 

様式５ 実施体制 

様式６ 職員の経歴書 

資料１ 定款 

資料２ 役員名簿 

資料３ 法人税、消費税の納税証明書 

資料４ 財務諸表（損益計算書、貸借対照表等） 

資料５ 北第１包括の予算書 

資料６ 法人のパンフレット等 

 

 

３．選定について 

 地域介護サービス運営協議会に設置する「地域包括支援センター選定部会」において、

審査を行う。（地域包括支援センター選定部会設置規定 別紙３参照） 

 

選定部会委員（案） 

氏  名 推薦団体 役 職 区 分 

大 坪   勇 羽衣国際大学 人間生活学部 教授 学識者 

前 川 たかし 一般社団法人 堺市医師会 理事 保健医療関係者 

上 野 秀 香 
公益社団法人 

 大阪介護支援専門員協会 
理事 

介護サービス及び介護 

予防サービス事業者 

所   正 文 
社会福祉法人 

 堺市社会福祉協議会 

地域福祉 

課長 
地域における福祉関係者 

玉 井 辰 子 堺市老人介護者（家族）の会 会長 被保険者 

 

４．選定基準について（別紙４参照） 

 書類審査及びプレゼンテーションを行う。 

項目 配点 

法人に関する事項 ５０ 

運営方針・事業計画 ２５ 

センター運営に関する事項 １２５ 

 

 


